
リモートメンテナンス実証検討会

日時：令和 7 年 11 月 26 日(水) 10:00～12:00 

会場：中央合同庁舎第 2 号館 1 階 国土交通省第１会議室 

議 事 次 第 

１．開会 

２．議事 

（１）背景・目的、本検討会の論点 資料２ 

（２）実験概要、今後の進め方 資料３ 

３．意見交換 

４ 閉会 



 資料１ 

リモートメンテナンス実証検討会 設置要領

（名称） 

第１条 この検討会は、「リモートメンテナンス実証検討会」（以下「検討会」とい

う。）と称する。 

（目的） 

第２条 この検討会は、リモートメンテナンス技術の実証にあたり、対象設備、必

要な機能・技術、課題等について検討することを目的とする。 

（委員長） 

第３条 検討会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。 

４ 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長が指名する者が、その務 

を代理する。 

（委員） 

第４条 検討会の委員は、委員名簿のとおりとする。 

２ 検討会の委員は、検討会の目的において必要と認められる場合、追加できるも

のとする。 

（委員等以外の出席者） 

第５条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、検討会に出席してそ

の意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

（議事の公開） 

第６条 資料及び議事要旨は原則として公開とする。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、検討会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 検討会の庶務は、国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室及び沖縄総合

事務局情報通信技術課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 
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（敬称略）

泉　　朋子 立命館大学　情報理工学部　教授

小林　亘 東京電機大学　特別専任教授

藤井　威生 電気通信大学　先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター　教授

赤嶺　清治 (有)興発電子産業

山内　忍 (株)トミレディオ システム技術部長

與那覇 朝誉 (株)ハイテックシステム　電通部 技術課 主任

井戸　祥文 西日本高速道路株式会社 技術本部 施設部 施設技術課　課長

伊藤　太一 埼玉県　県土整備部　参事(兼)河川砂防課長

吉本　紀一 一般社団法人　建設電気技術協会　専務理事

澤　　純平 国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究センター　情報研究官

蘆屋　秀幸 国土交通省 大臣官房 技術調査課 電気通信室　室長

リモートメンテナンス実証検討会

委 員 名 簿
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

背景・目的

資料２
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多重無線装置 ローカル５Ｇ基地局光ファイバ回線

非常用発電設備 受変電設備

ＣＣＴＶカメラ

テレメータ設備道路情報表示板ＥＴＣ２．０

道路・トンネル照明 ダム制御装置 レーダ雨量計（Ｃバンド、Ｘバンド）放流警報装置

管
理
・
観
測

通
信

電
源
確
保

河川・ダム・道路等における電気通信施設

○ 国土交通省では、平時の施設点検・管理・観測、災害時の通信・電源確保のため、社会インフラ（河
川・ダム・道路等）における電気通信施設を整備・運用管理を行っている

○ これら電気通信施設は、24時間365日稼働し、社会インフラの安全・快適な利用に不可欠なもの

0       10          102 103 104 105

道路・トンネル照明

ＣＣＴＶカメラ

情報表示板

レーダ雨量計

ダム制御装置

水位観測設備

多重無線装置

非常用発電設備

約59万灯

約2.4万台

約5,500面

65局

約105台

約2,300台

約2,500台

約2,400台

主要な電気通信施設の設備数
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国土交通省の基幹通信網（自営回線）

○ 国土交通省では、施設管理用や災害対策用の通信手段として、光ファイバ回線と多重無線回線を
組み合わせた統合通信網を整備・運用

光ファイバ網光ファイバ網マイクロ回線網

特に映像伝送能力が低い満足不足

備考信頼度情報伝送能力

工事・事故等の切断リスク不足満足

備考信頼度情報伝送能力

光／マイクロ統合網

光を主、マイクロを従として運用

光／マイクロ統合網

光を主、マイクロを従として運用

双方の欠点を補完満足満足

備考信頼度情報伝送能力

多重無線網全国系統図 光ファイバ網全国系統図
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リモートメンテナンスの目的

○ 国土交通省の電気通信施設は、事務所から遠方の無人施設や離島・山間部に設置されているもの
が多く、障害発生時には、技術者を現地に派遣して状況調査を行っているところ

○ 特に、統合通信網の無線中継設備は、山上や離島といった場所に整備されていることが多い

○ リモートメンテナンス技術の導入により、現地の状況調査をロボット・センサー等による遠隔把握を行
うことで、省人化・効率化・迅速化を図る

中継所

事務所

正常・異常の判定
故障検知・予兆

各種センサーのデータ収集

振動センサ

赤外線
温度センサ

予兆検知

予兆検知

障害発生

・日々点検の確認
・予兆検知段階で
の警報
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※下式による生産性指標

産出量 （output）

投入量 （input）
生産性指標 ＝

付加価値額

労働者数×労働時間

＝

ＤＸ関連市場の拡大

ＡＩ主要8市場規模推移および予測世界のIoTデバイス数の推移及び予測

労働生産性※の比較 （2019年）

建設業
2,875

全産業
4,952

製造業
5,788

宿泊業
飲食サービス業

2,596

卸売業
小売業
4,123

情報
通信業
6,602

金融業
保険業
7,930

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

テレワーカーの割合は近年拡大

出典：情報通信白書 令和３年度版（総務省） 出典：ITR Market View：ＡＩ市場2021

2016   2017  2018   2019   2020   2021   2022   2023

合計
自動車・宇宙航空
医療
産業用途
コンピューター
コンシューマー
通信

2019     2020     2021     2022     2023     2024     2025

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

（単位・億円）

（年度）（年度）

（予測値） （予測値）凡例
機械学習プラットフォーム
時系列データ分析
検索・探索
翻訳
テキスト・マイニング等
音声合成
音声認識
画像認識

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
H28

(n=40,000)

H29
(n=40,000)

H30
(n=40,000)

R1
(n=40,000)

R2
(n=40,000)

全就労者におけるテレワーカーの割合

13.3%

14.2%

21.4%

14.8%

15.5%

22.2%

16.6%

17.4%

24.0%

15.4%

20.5%

23.0%
22.5%

18.9%

全就業者テレワーカー（％）

雇用型テレワーカー（％）

自営型テレワーカー（％）

14.8%

建設業の労働生産性は製造業の半分と極めて低い
ＤＸ、ＡＩ市場の大幅な伸びが予測されている

労働生産性が低い建設業 テレワーカーの割合の増加

建設分野における現状

○ 国土交通省では、労働生産性が低い公共インフラ分野について、デジタル技術を活用して事業全体
の変革を目指す「インフラ分野のＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）」の取組を加速
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実現を目指す20～30年後の将来の社会イメージの例

①国土、防災・減災 ②交通インフラ、人流・物流 ③くらし、まちづくり

④海洋 ⑤建設現場 ⑥サイバー空間

第５期 国土交通省技術基本計画
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国土やインフラの保全・管理の自動化が進み、効率的な運営が行われる社会
気象予測の高精度化やインフラ・建物の強靱化等が進み、自助・共助・公助により被害が最小化する社会

将来の社会イメージ例（国土、防災・減災）
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多様化するライフスタイルに応じて様々な低炭素・脱炭素化されたモビリティが提供され、
豊かさと環境保全が両立したくらしが実現する社会

将来の社会イメージ例（交通インフラ、人流・物流）
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国民への成果、現場の改善

『国土交通省技術基本計画』

電気通信技術ビジョンと国土交通省技術基本計画

○ 電気通信技術ビジョンは、国土交通省のインフラ管理における電気通信技術について、国土交通省
技術基本計画を踏まえ、電気通信技術により解決を目指す課題と、そのために５カ年で推進する技
術導入や研究開発の方向性を示すもの

○ 現行の電気通信技術ビジョン４は、 令和５年度～９年度までのビジョンとして令和５年３月に策定
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・ 地整間の100Gbps
ネットワークの整備
を推進

・ 今後は、北海道開
発局やネットワーク
ループ化等の計画
立案、整備を引き
続き推進

実験
フィール
ド

ローカル５Ｇ
基地局

【利活用を進める技術】

・ホログラム等による
AR/VRによる３次元
データの操作・利用

環境を構築
・コンテンツフォーマッ
ト等の調整

・ドローン等からの点
検映像をリアルタイ
ムでＡＩ分析し、現場

で確認が行える
サーバシステムを構
築。

・インフラＤＸネット
ワークとローカル５
Ｇ等の低遅延無線

ネットワークを連係
させ、遠隔制御、遠
隔監視等を実現

インフラＤＸ基盤の整備・利活用 インフラＤＸ利活用（具体的イメージ）

【インフラＤＸネットワーク整備推進】

【インフラＤＸネットワークの利活用（イメージ）】

インフラＤＸネットワークを活用し、３Ｄデータ、高精細映像や低遅
延操作をリアルタイムに活用できる環境を構築、利活用を推進

電気通信施設における取組状況（インフラDX）

○ 国土交通省のインフラＤＸの取り組みとして、令和３年度より高速大容量のインフラDXネットワーク
の全国整備を開始し、各地方整備局のＤＸルームやＤＸデータセンター等を結ぶ高速通信網を概成

○ 今後は、これら高速通信基盤を活用し、仮想空間の利用環境の構築等を総合的に推進

12



電気通信技術により新たな価値を目指す重点分野

＜電気通信技術を取り巻く課題＞

既存通信基盤の高度化等による多様
な情報共有環境の実現

① 衛星コンステレーションの統合利用、無
線回線の大容量化等による災害時の確
実な映像等の情報共有手段の確保

② 最新の通信制御技術等により、外部接
続等の利便性の向上と内部セキュリティ
の両立を実現

新たな無線技術等による災害時の広
域的な情報収集手段の実現

③ 長距離伝送等が可能な無線技術による
広域的情報や高性能センサ情報等によ
り広域的な情報収集手段を実現

④ 衛星系、地上系の防災通信機器の機動
性、運用性を向上させ、面的展開を可能
とする情報収集手段を実現

人とＡＩの協働による新たな業務スタイ
ルの確立

⑤ ＡＩ事象検知等を様々な分野で日常的に
利用できる環境を構築し、新たな業務ス
タイルを確立

⑥ ＡＩ自動化、遠隔制御等による施設管理
の実現によって、施設操作の迅速化、人
的ミスの大幅な軽減を実現

高速ＤＸネットワークによる場所を選ばない仮
想空間利用環境の構築

⑦ 高速ＤＸネットワークを最大限活用し、容易に仮想
空間が利用できる環境を構築

⑧ 電気通信施設において、施設点検データベース
化、リモートメンテナンス等のＤＸを推進

電気通信施設の省エネルギー化と未利用資
源の最適利用による脱炭素化の推進

⑨ 各電気通信施設について、新たな技術開発によ
る省エネルギー化を推進

⑩ 公共インフラに再生可能エネルギーを展開、最適
利用を行うことで脱炭素化を推進

①災害時における迅速かつ高度な
情報共有手段の確保

②災害時における広域的リアルタイム
情報収集手段の確保

③施設管理における働き方改革と
管理の 迅速化・高度化

④デジタル化の恩恵を享受できる利活用環境の構築 ⑤電気通信施設のカーボンニュートラルの対応

新たな価値の創造

④経済の好循環を支える基盤整備
⑤デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）
⑥脱炭素化・インフラ空間の多面的な利活用による生活の質向上

①防災・減災が主流となる社会の実現
②持続可能なインフラメンテナンス
③持続可能で暮らしやすい地域社会の実現

「第５期国土交通省技術基本計画」における重点分野

整合性の確保

情報通信技術の発展 電気通信施設の高度化イノベーションによる革新的な技術開発

電気通信ビジョン４における取組方針
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❶ 全国100Gbps統合ネットワークを
基盤としたNWの機能強化

❷ 外部利用を想定した
共通プラットフォーム
による情報連携強化

❸ センサネットワークによる
広域的な情報収集の実現

❼ ３次元データ等を日常的に
利活用できる環境の構築

❹ 機動性の高い
防災情報収集・共有環境の構築

❻ ＡＩ技術等を活用した
インフラ管理の
遠隔化・自動化

❺ AI事象検知の
利活用拡大、高精度化

❽ DXによる電気通信施設の
最適メンテナンス

❾ 省エネルギー型電気通信施設の展開、
一元管理による電力利用効率化

➓ 再生可能エネルギーの展開と
有効活用等による脱炭素化

例：埋設物の可視化

例：無線機の小型・軽量化

例：小水力発電の
点検遠隔化

例：民間衛星回線の活用

例：トンネル照明制御
システムの実装

例：整備ネットワークの
民間開放

例：異常事象検知の利活用拡大

例：河川系センサデータの統合利用

例：電源スポットの実装

例：予防・予知保全の高度化

電気通信ビジョン４における取組１０テーマ
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・ ダム、遊水地等の管理施設の遠隔制御、
ＡＩ自動制御等の併用に対応した高度な
施設制御の技術研究開発を推進

・ 雨量、河川水位等の予測値に基づく自動
制御等を行うためのＡＩ活用等の技術研
究開発を推進

・ 遠隔制御の信頼性向上のための技術研
究開発を推進

・ ＣＣＴＶカメラ、ドローン、アバター等による
現場の安全確認を確実に行うための技
術研究開発や警報設備等による住民へ
の確実な情報伝達を行うための技術研
究開発を推進

＜管理施設の遠隔（自動）制御（イメージ）＞

・ 光ファイバ（自営網）の信頼性向上のた
めの通信技術、監視技術等の技術研究
開発を推進

・ 通信回線・電源・セキュリティ等が一体と
なった安全性向上対策に関する技術研
究開発を推進

関連設備状態監視 警報設備操作 ダム施設 ダム管理用制御設備

遊水地施設 遊水地制御設備

監視用カメラ

放流警報設備

監視用カメラ

ＡＩ自動制御技術

ネットワークの
信頼性向上

遠隔監視技術 遠隔制御技術

ドローン、アバター利用

遠隔移動監視カメラ

360度カメラ

ＡＩ自動制御等による効率化遠隔監視・制御技術の向上

ネットワークの信頼性向上

テーマ⑥ ＡＩ技術等を活用したインフラ管理の遠隔化・自動化

○ ダム、遊水地、水門・樋門等の管理施設は、操作員の高齢化・不足等が顕在化する中で、近年の局
所的集中豪雨への対応など、夜間休日を問わず迅速かつ確実な操作が求められている

○ 小規模な管理施設は、水位等に応じて自律的に動作する仕組みよる対策が進められているが、人
の判断を伴う高度な制御への対策として、遠隔監視・遠隔制御やＡＩ技術等を活用した自動制御、
ネットワークや機能の安全性・信頼性の向上に関する技術研究開発を推進
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・ 適切なセキュリティ管理において迅速な
状態確認、機能復旧等を実現するため
のリモートメンテナンス環境構築に関す
る導入検証等を推進

・ 災害時・障害時の遠隔地からのロボット
操作や作業者への遠隔指示による早期
復旧等に関する技術研究開発を推進

・ タブレット、ＱＲ入力など、点検データの
確実性・効率性を向上させるための技術
開発を推進

・ ドローン３D映像、360度カメラ、ＡＩ分析活
用による施設点検の高度化に関する技
術開発を推進

・ 点検データと施設データを一元化し、更
新タイミング等を検討するための技術研
究開発を推進

＜遠隔操作ロボット、スマートグラス等の利用＞

・ 予防・予知保全に資する電気通信設備の
稼働品質等の情報収集、分析等に関す
る技術研究開発の推進

＜ＡＩ劣化診断例（発錆部抽出）＞

アセットマネジメントの運用 計画

実施

評
価

改善

施設点検ＤＸ・メンテナンス 常時データ配信

リモートメンテナンス
セキュリティ管理

データ分析
予知保全

コンデンサ等設備
の劣化予測

稼働品質情報
（一元管理）

情報アクセス管理

ＤＸによる施設管理

＜ＤＸ施設点検（イメージ）＞

リモートメンテナンスの推進
ＡＩ分析等活用による施設点検

点検・施設データの一元管理 予防・予知保全の推進

ドローン、アバター利用

テーマ⑧ ＤＸによる電気通信施設の最適メンテナンス

○ 電気通信施設の増大に伴い、日常的な運用管理の効率化、戦略的な維持更新計画の立案、適切
な施設・物品管理等が喫緊の課題

○ このため、タブレット等のモバイル端末やＡＩ等の解析技術を最大限に活用した施設点検、点検デー
タや常時監視データの一元管理による予防・予知保全の高度化、リモートメンテナンスの推進など、
最適なメンテナンスを実現する技術研究開発を推進
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検討会における論点

【社会情勢】

○ 災害の頻発化・激甚化

○ 社会インフラの老朽化

○ 担い手（技術者）不足の減少

○ 社会インフラのサービスレベルの向上

【電気通信施設】

○ 社会インフラの安全・快適な提供に不
可欠（24時間365日稼働）

○ 設備の増大と全国的な点在

【本日の論点】

○ 国、自治体や関係機関における電気通信施設に関する課題

○ 電気通信施設のリモートメンテナンス技術に求められる機能

○ 人と機械による点検の一体的な運用のあり方

○ 実証実験における評価項目

○ リモートメンテナンス導入ガイドライン作成にあたっての留意点

リモートメンテナンス技術の導入について議論
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

技術動向
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技術動向の概要

【背景・課題】

○ 民間等においても設備老朽化・人材不足・災害対応などにより、現地巡視型
保全の限界が顕在化が想定

○ 現場点検の長時間化・属人化・安全リスク増大に対応するため、遠隔監視・
自動診断技術が求められている

○ 通信インフラ・エネルギー設備・公共構造物でもDX推進が急務

【主な技術要素】

○ センシング：温度・湿度・振動・傾斜・変位・音など多様なセンサー群

○ 通信：LPWA・4G/LTE・5G・衛星通信などを活用した広域伝送

○ データ処理：クラウド上でAI解析、異常検知・予知保全

○ 遠隔操作：監視拠点からの制御・再起動・点検支援

19



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

技術公募

資料３
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技術公募の概要

○ 国土交通省の実環境（無線中継所）において、リモートメンテナンス（定期点検や故障予兆把握等）
の効果検証を行うべく、技術公募を実施（センサーによる最低限の測定対象・項目は事前に指定）

○ 市場の民間技術を広く募集し、リモートメンテナンスに適した機器・方式を選定、現地での動作検証
と性能評価を実施

○ また、ロボットによる遠隔点検・操作についても、合わせて実証実験を実施

【公募１】 標準センサー
• 対象： 発電設備・ネットワーク機器・室内環境 等
• 項目： 温度、湿度、気圧、風量、AC電圧 等

【公募２】 音センサー
• 対象： 発電設備 等
• 項目： 設備音（稼働音・異常音） 等

【公募３】 故障予兆ソフト
• 各センサー（温度、湿度、振動、音、電圧など）から袖

手したデータを解析することで、異常傾向早期把握や
予防保全に活用

※遠隔点検・操作は、国土交通省
が保有する機材を活用して実証
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公募要領（抜粋）
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公募１：標準センサー系仕様書（抜粋）
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公募２：音センサー仕様書（抜粋）
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公募３：故障予兆ソフト仕様書（抜粋）

25



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

導入イメージ
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リモートメンテナンスの導入イメージ

○ 電気通信施設の保守は、以下の３フェーズに大きく分類される

中継所等 事務所等

作業員

リモートメンテナンス機器

ロボット・ドローン

センサー・カメラ

遠隔操作（障害調査）

データ収集

現地作業

作業指示

・日々点検の確認
・予兆検知段階での警報

予兆
検知

予兆検知

障害発生

平 時
（定期点検）

障害
発生

障害時
(１次調査)

・遠隔からの状態確認

状況説明

障害事例と復旧方法を蓄積

点検DB等

復旧対応
(２次調査)

蓄積

蓄積

参照

対

応

フ

ロ

ー

点検基準に基づく定期点検、継続的なデータ収集により、故障予兆の把握や未然防止：平 時
障害の原因調査（切り分け操作）、システム再起動等の応急対応：障 害 時
技術者による修理・修繕（部品交換等）：復 旧 対 応

ロボット
遠隔操作（点検）
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無線中継所における設備構成

○ 国土交通省の無線中継所は、通信設備や電源設備、その他設備など、多様な設備で構成

○ これらの設備は、互いに連携して無線中継所としての機能を発現しており、電気通信施設点検基準
（案）（令和７年３月）に基づく定期的な点検・保守により、必要な性能を維持

• ディジタル多重無線通信装置
（無線装置、空中線等）

• 鉄塔

• 光伝送装置
（L2 / L3スイッチ等）

通信設備

• 直流電源装置
（整流器、バッテリー）

• 無停電電源装置
（UPS）

• 発動発電機
（燃料タンク、冷却水タンク等）

• 分電盤

電源設備

• エアコン、換気扇

• 監視カメラ等

その他
設備

多重無線通信装置

発動発電機直流電源
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国土交通省の点検基準の体系

○ 電気通信施設は、社会インフラ安全・快適な利用に重要な施設であるため、常時正常
に作動しなければならないが、施設は高度な電子応用機器が導入されており、定常的
な保守管理を行うことによってその性能を維持することができる。

○ 「国土交通省電気通信施設保守要領」には、定期保守、臨時の保守について保守基
準を定めて実施することが規定

電気通信施設点検基準（案） 電気通信施設の全般的な点検基準

総合点検、個別点検及び巡回点検に大別し
て点検項目を定めている

保守基準

（国土交通省電気通信施設保守要領）

電気通信施設保守要領

○第５条（定期保守）
部局長は、電気通信施設について日常の保守を適正に行うとともに、定期的に点検及び

整備を実施するものとする。

○第６条（臨時の保守）
部局長は、地震、台風の発生又は襲来が予想される場合及び特に必要と認めた場合は、

その状況に応じた電気通信施設の点検及び整備を行い、必要な措置を講じるものとする。

○第７条（保守基準）
電気通信施設の保守基準は、技術調査課長が定めるものとする。
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巡 回 点 検

個 別 点 検

機器の状態確認を行う点検で、総合点検、個別点検を補
完する点検

設置環境・管理体制等を考慮した周期（原則３ヶ月以上）、
又は特定時期（冬季前後、台風期等）を定めて実施

電気通信施設点検基準（案）は、国土交通省所管の全電気通信施設について定め
られた点検基準

機器単体の性能・機能確認を行う点検（６ヶ月～１２ヶ月毎）

総 合 点 検 総合的な性能・機能確認を行う点検（６ヶ月～１２ヶ月毎）

電源設備、多重無線、テレメータ、放流警報、ダムコン、レーダ
雨量計等

（国土交通省電気通信施設保守要領）

電気通信施設点検基準（案）

国土交通省の点検基準体系（電気通信施設保守要領）
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総合点検の例（通信設備）

ディジタル多重無線通信装置

ネットワーク
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総合点検の例（電源設備）

受変電設備、発動発電機、監視制御盤類、負荷設備、直流電源設備、無停電電源設備
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リモートメンテナンスに用いる通信手段の例

○ 国土交通省では、施設管理・防災用途として自営通信を主としつつ、補助的に公衆通信も活用

○ 離島や山上の中継所では、モバイル通信のサービスエリア外であることが多く、かつ光ファイバーの
敷設が困難が場所が多い

公衆通信自営通信

無線
通信

有線
通信

多重無線通信

○ 光ファイバ（河川・道路管理用）

ＦＷＡ 衛星通信（ＧＥＯ）

モバイル通信

光ファイバ
（閉域接続サービス等）

衛星通信（ＬＥＯ）

出展：https://biz.kddi.com/service/starlink/
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まとめ・論点

【まとめ】

○ 電気通信設備では、主に以下の点検を実施

総合点検： 総合的な性能・機能確認を行う点検

個別点検： 機器単体の性能・機能確認を行う点検

○ 定期点検では、各設備の物理スイッチを操作し、運転モードの切り替えを実施

○ 定期点検手法としては、定量的（計器類の計量・計測）に加え、定性的（目視・触覚・聴
覚・嗅覚、 表示確認）がある

【具体的な論点】

○ 国、自治体や関係機関における電気通信施設に関する課題

電気通信施設の種類や数量

現状の点検基準や点検手法を踏まえ、どの部分をリモートメンテナンス化するか

○ 電気通信施設のリモートメンテナンス技術に求められる機能

定量的・定性的な確認手法

データ収集やロボット操作に求められる通信手段・要件

○ 人と機械による点検の一体的な運用のあり方

人間の感覚・感性をセンサー・故障予兆でいかに再現するか

物理スイッチ操作を担うロボットとのコミュニケーション手法
（デジタルツイン技術等を用いて無線中継所を仮想的再現）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

実験概要
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実験の狙い

○ ガイドライン作成にあたり、リモートメンテナンスの導入効果が高い設備、必要な機能や運用手法等
を検証

【主な対象設備】

○ 通信設備については、オープンソースの統合監視ソフト（Zabbix等）により、死活監視やログ監視が可能
となっているが、電源設備はそもそもオンライン化されておらず監視ができていない

➔ 取組効果が高いと考えられる離島・山間部などアクセス困難な無線中継所における電源設備を対
象に、リモートメンテナンスの有効性・実現性を検証

【点検基準におけるリモートメンテナンス化】

○ 電気通信施設点検基準（案）によると、無線中継所の設備の多くは、定量的（計器類の計量・計測）、定
性的（目視・触覚・聴覚・嗅覚、 表示確認）の確認が中心であり、点検項目の約７割が数値情報の確認と
なっている

➔ センサー（振動、温度、温度、温度、気圧、風量、AC電流、音等）やカメラの中から、点検基準にマッ
チするものを選定（費用対効果など）

➔ 点検基準のどの確認項目が人に代わってリモートメンテナンス化が可能か検証

【故障予兆把握等に関する点検の高度化】

○ 定期点検の結果のみならず、各センサーから得られたデータを活用することで、より綿密に各設備の修
理・更新計画を考えることができるのではないか

➔ 点検基準に基づく点検に加え、各センサーから定常的に取得・蓄積したデータをＡＩ解析等すること
で、故障予兆を把握できるか検証
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観測局(中継所)
センサーによる測定、
ロボットによる操作等

監視局（本局）
データ処理センター

（データ収集・数値化）

データ分析・解析
（帳票出力、解析、閾値

判定、故障予兆）

想定閾値

実測値

帳票出力イ
メージ

故障予兆
イメージ

解析表示
イメージ

音センサー
発電機異常音の検出

ロボット
電圧計切替操作

カメラによる
メータ値読取

システム構成図（概念図）

○ 実験システムは、観測局（中継所）→監視局（本局）→データ分析・解析拠点の3段階で構成

○ 現地に設置されたセンサーやロボットによって、設備の状態（温度、湿度、振動、音、電圧
など）を測定・取得

○ また、ロボットによる撮影や操作など、遠隔での自動観測

観測局
（中継所）

○ 中継所から送信されたデータを受信し、データ収集・数値化（標準化）
収集データは通信回線（VPN、クラウド等）を介して転送、監視システムに蓄積

○ 観測局との通信は、衛星回線（Starlink）・携帯回線（LTE）により接続

監視局（本局）
データ処理センター

○ 受信データをもとに、帳票出力、データ解析、閾値判定、故障予兆の抽出

○ 分析結果は可視化され、監視画面上に表示されるとともに、異常が検出された場合はア
ラート通知として運用側へ送信

データ分析・解析
拠点

実証実験システム構成
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実験における測定項目

○ 技術公募において、最低限の測定対象・項目は事前に指定

○ このほか、応募者の提案等も踏まえ、取組内容（使用機材や測定項目等）を具体的に決定

使用機材
(音)

使用機材
(操作系)

使用機材
(センサー系)

使用機材
(カメラ測定系)対象局

マイク、
FFTアナライザ、
測定用PC

Ugo(1階電気室)

SwitchBot(2階通信室
照明スイッチ等)

①振動（1階発電機）
②温度（1階発電機）
③温度（無線RPR収容架）
④温度（2階通信室）
⑤湿度（2階通信室）
⑥気圧（2階通信室）
⑧風量（無線RPR収容架）
⑨AC電流

固定カメラ4台

発電機制御盤

発電機電圧（Ｖ）
発電機電流（Ａ）

直流電源装置

出力（Ｖ）
負荷（Ａ）

八重岳

無線中継所

－－

①振動（1階発電機）
②温度（1階発電機）
③温度（複合型デジタル端局装置収容架）
④温度（1階無線室）
⑤湿度（1階無線室）
⑥気圧（1階無線室）
⑧風量（複合型デジタル端局装置収容架
⑨AC電流

固定カメラ4台

発電機制御盤

発電機電圧（Ｖ）
発電機電流（Ａ）

直流電源装置

出力（Ｖ）

負荷（Ａ）

西銘岳

無線中継所

使用機材 (操作系)使用機材(カメラ・センサ・音系)対象局

Ugo用ソフト故障予兆ソフト
沖縄総合
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実験における検証項目

○ 検証項目を設定し、実利用に向けた実証実験を実施

評価観点（例）検証内容（例）区分

○ センサーやカメラの設置位置による読取精度の違
いがあるか

○ 各センサーやカメラ等によるアナログ情
報（メータ、端子盤）の検出精度、取得
頻度を検証

① 測定

○ 操作性が良いか○ 遠隔によるロボットの操作性を検証② 操作

○ 山上の通信環境が厳しい拠点においても、安定し
たセンサーデータ収集・ロボット操作が可能か

○ 衛星通信（Starlink）及びモバイル通信
における速度、遅延（揺らぎ）を検証

③ 通信

○ 異なるメーカーにおいて統合的に運用可能か
○ データ形式変換や標準化等の必要か

○ センサー、音解析、故障予兆ソフト間の
データ連携を検証

④ 連携

○ 管理者が日常的に使いやすい帳表形式であるか
○ 学習データが限定的でも、有効な分析が可能か
○ 故障予兆を実運用に使用可能かか

○ 測定データの利活用、故障予兆ソフト
の有効性を検証

⑤ 解析

○ 運用・保守性に優れているか

○ 得られる効果（便益）が導入・運用コストを上回って
いるか

○ システム全体における保守性を検証
○ 入・運用コストの試算

⑥ 運用
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システム構成図（イメージ）
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まとめ・論点

【まとめ】

○ 中継所にセンサーやロボットを配置のうえ、本局において情報収集し、故障予兆ソフト
等で様々な解析を実施

センサー： 振動、温度、温度、温度、気圧、風量、AC電流

ロボット ： Ugo、SwitchBot
○ 検証項目として、①測定、②操作、③通信、④連携、⑤解析、⑥運用を設定

【具体的な論点】

○ 実証実験における評価項目

適切な検証項目、評価観点が設定できているか

定量的な判読だけでなく、判読結果による人間の感覚・感性の再現方法

○ リモートメンテナンス導入ガイドライン作成にあたっての留意点

得られる効果（便益）の算出方法

点検基準を再考するべきか（リモートメンテナンスを前提）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

今後の進め方
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令和８年令和８年令和７年

4月～3月2月1月12月11月

今後の進め方（スケジュール）

技術公募

実験準備

公募機器の実証実験２
（設置・動作確認）

実証実験１
（公募機器以外）

技術要件検討 技術要件案
とりまとめ

技術公募

11/26
第1回検討会

2/19,20
第２回検討会

ガイドラインの
作成

○ 本年度（令和6年度）は、これまでの実験成果を踏まえ、来年度のガイドライン作成に向けて現状ま
での評価・整理と今後の展開方針を検討

○ 検討の進め方は以下のとおり
データ分析・評価（通信／センサー／故障予兆）
課題整理（技術・運用・通信）
改善提案・ガイドラインに向けての検討
成果報告・次年度展開方針策定
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第２回検討会

【第２回検討会】

令和８年２月１９日（検討会）
２０日（現地見学）

【議論内容】

○ 開会挨拶・位置づけ
前回の議論・方向性について確認

○ 実証の概要と実施内容
スケジュール・機材・回線構成、 環境条件について紹介

○ 実証結果まとめ
測定系、 センサー系、 操作系、 音測定の結果について報告

○ 評価と課題整理
回線・設備性能・導入コストなど技術面及び運用面での課題について報告

○ 技術基準化に向けた要件案
技術要件案の紹介と自治体・関係機関での展開可能性について把握

ご参加のほど、よろしくお願いいたします。
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